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◆
よ
く
あ
る
質
問

基
準
日
（
４
月
27
日
）
に
生
ま

れ
た
子
は
給
付
対
象
者
？

　

給
付
対
象
者
と
な
り
ま
す
。

4
月
28
日
以
降
に
生
ま
れ
た
子

は
、
給
付
対
象
者
に
な
り
ま
せ

ん
。

自
分
の
住
民
基
本
台
帳
の
情
報

を
調
べ
る
方
法
は
あ
る
？

　

個
人
情
報
保
護
の
た
め
電
話

で
の
問
合
せ
に
は
お
答
え
で
き

ま
せ
ん
。
自
身
で
住
民
票
の
交

付
請
求
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

申
請
は
い
つ
ま
で
？

　

申
請
は
、
郵
送
申
請
を
受
け

付
け
始
め
て
か
ら
３
か
月
で

す
。
正
式
に
決
ま
り
次
第
、
広

報
紙
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

世
帯
主
と
そ
の
他
世
帯
員
の
給

付
金
を
別
々
に
受
け
取
る
こ
と

は
で
き
る
？

　

給
付
金
は
世
帯
ご
と
で
受
け

取
り
の
た
め
、
別
々
に
受
け
取

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

振
り
込
み
ま
で
の
期
間
は
？

　

２
週
間
程
度
を
目
安
と
し
ま

す
が
、
郵
送
申
請
開
始
直
後
に

は
多
く
の
申
請
が
寄
せ
ら
れ
、

振
り
込
み
ま
で
の
期
間
が
長
く

必
要
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
申
請
書
や
添
付
書

類
の
不
備
が
あ
る
と
期
間
を
要

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

申
請
が
受
理
さ
れ
た
か
、
審
査

の
進
行
状
況
、
振
り
込
み
時
期

が
知
り
た
い
と
き
は
？

　

到
着
し
た
も
の
か
ら
順
次
開

封
し
審
査
を
進
め
ま
す
が
、
大

変
多
く
の
申
請
が
寄
せ
ら
れ
る

状
況
の
た
め
、
個
別
の
受
理
状

況
な
ど
を
お
答
え
す
る
こ
と
は

困
難
で
す
。
不
備
が
あ
っ
た
場

合
は
連
絡
し
ま
す
。

●問＝新型コロナウイルス感染症緊急経済対策室
　℡２２‐２０９０

◆
申
請
書
記
入
の

　
注
意
点

◆
添
付
書
類
の
注
意
点

　

読
み
間
違
え
に
よ
る
振
り
込
み
不
能

を
防
ぐ
た
め
必
ず　
　
　
　
　
　
　

で

記
入
く
だ
さ
い
。

　

な
り
す
ま
し
申
請
を
防
ぎ
、
世
帯
主

本
人
が
申
請
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る

た
め
の
書
類
で
す
。

　

申
請
書
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
「
申
請

者
現
住
所
」
と
一
致
す
る
本
人
確
認
書

類
の
コ
ピ
ー
を
提
出
く
だ
さ
い
。

　

転
居
な
ど
で
本
人
確
認
書
類
の
住
所

が
前
住
所
の
ま
ま
の
場
合
は
、
免
許
証

の
コ
ピ
ー
の
ほ
か
、
保
険
証
な
ど
の
書

類
１
点
の
コ
ピ
ー
を
提
出
く
だ
さ
い
。

●
本
人
確
認
書
類
の
コ
ピ
ー

　

申
請
書
に
記
載
し
た
、
振
込
先
口
座

を
確
認
す
る
た
め
の
書
類
で
す
。

　

銀
行
名
、
支
店
名
、
口
座
番
号
と
口

座
名
義
（
カ
タ
カ
ナ
）
が
確
認
で
き
る

書
類
の
コ
ピ
ー
を
提
出
く
だ
さ
い
。

●
振
込
口
座
が
確
認
で
き
る

　
書
類
の
コ
ピ
ー

●
世
帯
主
が
自
身
で

　
申
請
で
き
な
い
場
合

　

身
体
が
不
自
由
で
あ
る
な
ど
の
理
由

で
、
世
帯
主
本
人
に
よ
る
申
請
が
困
難

な
場
合
は
、
代
理
人
に
よ
る
申
請
も
可

能
で
す
。

　

基
準
日
時
点
で
同
じ
世
帯
の
構
成

者
（
配
偶
者
、
子
ど
も
な
ど
）
か
、
普

段
か
ら
世
帯
主
本
人
の
身
の
回
り
の
世

話
を
し
て
お
り
、
市
長
が
特
に
認
め
る

人
（
親
族
、
法
定
代
理
人
、
民
生
委
員
、

自
治
会
長
な
ど
）
は
代
理
申
請
が
認
め

ら
れ
ま
す
。

●
詳
し
い
記
入
方
法
に
つ
い
て
は
、
申

請
書
に
同
封
の
記
入
例
を
確
認
く
だ
さ

い
。

●
振
り
込
み
先
口
座
は

　
　
　
　
　
　
カ
ナ
で
記
入

●
申
請
・
受
け
取
り
は
原
則
世
帯
主

　

特
別
定
額
給
付
金
の
申
請
、
受
け
取

り
は
原
則
と
し
て
世
帯
主
が
す
る
こ
と

と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
振
込

先
口
座
も
世
帯
主
名
義
の
も
の
を
記
入

く
だ
さ
い
。

カ
タ
カ
ナ

特別定額給付金の申請書を全世帯に発送しました。
特別定額給付金を受け取るには、郵送された申請書に必要事項を記入し、
書類を添付して返送ください。申請書の記入方法や必要な書類は記入例を
確認ください。

を申請しよう！

① 封筒が届いたら
申請書類を確認

◆郵送申請の手順

② 申請書に必要
事項を記入して
添付書類を準備 ③ 申請書と添付書

類を返信用封筒
に入れて送付

申請書と記入例、返信用封筒
を同封しています

◆特別定額給付金とは
基準日（令和２年４月 27 日）に、市の住民基本台帳に記録されている人●給付対象者

１回のみ（すでにオンライン申請またはダウンロード申請した人は、申請書
を返送する必要はありません。）

世帯構成員１人につき 10 万円　※対象者のいる世帯の世帯主が受け取り

●申請手続き

●給 付 額

記入例を確認ください 郵送申請の場合は
封筒に切手は不要です

特別定額給付金

\

記
入
漏
れ
に
注
意
す
る
モ
～/

\

必
ず
確
認
す
る
モ
～/

添 付 書 類 も

\ 忘れないモ～ /

職
員
を
募
集
し
て
い
ま
す

　

経
済
対
策
の
一
環
と
し
て
会

計
年
度
任
用
職
員
を
募
集
し
ま

す
。
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
総
務

課
ま
で
連
絡
く
だ
さ
い
。

・
総
務
課　
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